
基本構想案・前期基本計画案 パブリックコメントの実施結果

パブリックコメント実施概要

資料１

1

意見募集期間 令和６年１１月１８日（月）から 令和６年１２月１７日（火）まで

周知方法 市報、行政放送、市ホームページ、市公式SNSを活用

意見提出者 ５人

提出方法

電子メール（３人）

窓口（１人）

郵送（１人）



提出された意見に基づく計画案の修正について (1)

意見概要

高齢者の安全・安心な生活を守る防犯対策の推進

意見詳細

 最近全国的に急増傾向にある老人世帯を狙った複数人による組織的押込強盗に対し、

予防や発生時の対策が必要と考える。

 安全・安心なまちづくりのため、次のことについて検討・推進を願う。

①強盗犯罪抑止の方策推進

• 本市が防犯対策推進都市であることを全国レベルで宣伝する（ＳＮＳ・街頭立看・ポスターなど）

②情報共有の推進

• 公民館や関係団体と連携した見回り

• 防犯に向けた５人組制度を新設し、防犯発生時の発見や通報につなげる

③発生時の発見及び対応の迅速化

• 各家庭に犯罪発生の場所を瞬時に各機関に通知する通信端末を配布する

• 街頭の防犯カメラを増設する

• 希望する世帯に警備会社への加入に係る補助金を交付する

• 警察と消防の下部組織にあたる防犯新選組を新設する

２



意見への対応（案）

高齢者福祉の内容は、前期基本計画の「P41～42－基本施策4-2 高齢者が住み慣れた地域で健康で

生きがいを持ち暮らせるまちづくり」に記載していますが、頂いたご意見に対する市の考え方は次の

とおりです。

 総合計画では、広範な地域課題を包括的に取り扱う必要がありますので､個別の防犯対策について

は、佐賀県が示す「佐賀県防犯あんしん計画」や「佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり

条例」に基づき、県と連携して取り組んでいきたいと考えています。

 しかしながら、昨今、全国的に老人世帯を狙った組織的押込強盗が増加していることは非常に憂慮

すべき問題であると認識しており、市としましても、この問題に対して適切な対策が必要であること

は十分に理解しているところです。

 これまで本市では、警察、自治会、老人クラブ、民間事業者等との連携により、日常生活が心配な

高齢者を見守るネットワーク事業を実施してきましたが、こうした活動の普及啓発を行い、取組がさ

らに活性化することで、高齢者のみならず地域全体の防犯力の向上につながるものと考えます。

 そのため、基本施策4-2の「多様な主体の活躍」で、市民・個人、地域、企業・団体等それぞれが担う

べき役割として、地域全体で高齢者の安全・安心な生活を守ることを趣旨とする記述を追記します。

３

提出された意見に基づく計画案の修正について (2)



４

提出された意見に基づく計画案の修正について (3)

修正後

修正前



意見への対応（案）

その他の意見については、個別具体的な事業に対する提案などを趣旨とするものであったことから、

計画案の修正は行わず市の考え方を説明することで対応したい。

５

その他の意見への対応について

【その他の主な意見の概要】

 行財政運営
 既存事業を見直し、公金を有効に使うべきである。

 土地利用の方針（多極ネットワーク型コンパクトシティに関すること）
 人を無理やり動かすのではなく、住みたい場所に住めるように移動方法をどのようにするかを考えるべきである。

 地域経済
 若い人のやりたい仕事は第三次産業に偏っており、第一次・第二次産業だけをフォーカスしてはならない。

 施策の重要度・満足度調査
 観光や自然保護は重要と考える。

 高齢者福祉
 高齢者が孤立しない身近な支え合いや見守りを実現し、効果的な介護予防の仕組みづくりを進めてほしい。

 公共施設
 公共施設の統廃合を旧市町村の枠をこえて検討し、廃止された施設を地域団体などが利活用しやすい仕組みを
つくってほしい。

 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）
 今後の人口減少による行政力の低下を打開していくために欠かせないＤＸやＡＩの普及拡大に関する表記をして
ほしい。


